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1 総則 

1.1 適用範囲  

この仕様書は、陸上自衛隊において所有する業務車３号（日産自動車㈱／シルフィ/型式：ＤＢＡ―

ＫＧ１１）の修理等について規定する。 

 

2 整備に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

当該器材の損傷箇所の修理を実施し、完全に使用可能な状態に回復させるものとする。 

2.2 整備作業 

契約の相手方は、当該器材の損傷箇所の修理及び塗装等を実施するものとする。 

別 紙「表－１ 使用部品・作業内容」 

2.3 修理の実施場所 

 修理の実施場所は原則として工場整備とする。 

2.4 副資材 

 副資材は、次による。 

a) 使用する副資材は、整備品の性能及び機能を損ねる規格品の使用又は不適格な作業方法を実施して

はならない。 

b) 補修資材は、被補修部分と強度及び性能が同等以上のもので、十分な補償がされているものを使用 

する。 

2.5 使用部品 

 使用部品は，次による。 

a) 部品の規格については、製造会社の純正部品とする。なお、部品については新品とする。 

b) 契約の相手方は、別 紙「表－１ 使用部品・作業内容」に示す部品を交換した後点検を実施する

ものとし、それ以外に部品が必要な場合は契約担当官を経て調達要求元と協議するものとする。 

c) 整備作業に必要なオイル等（以下、“油脂”という。）の費用は、“油脂代”として部品代に含む

ものとする。 

d) 交換した部品等の処分については、契約の相手方が行うものとする。 

 

3 品質保証  

3.1 検査 

 完成検査により実施をし、異常の有無を確認するものとする。 

 

4.1 仕様書に関する疑義  

契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、担当官の指示を受けるものとする。
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別 紙 

 

 

 

表－1 使用部品・作業内容 

業務車３号 フロントガラスリペア修理 

 取り替え部品等 数量 作業内容 

１ フロントガラス 1 リペア修理 

 

 

 


